
  

一 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
中
「
事
業
」
の
下
に
「
（
鳥
獣
の
保
護
の
た
め
の
管
理
（
以
下
「
保
護
管
理
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
含

む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第

四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
と
は
」
の
下
に
「
、
希
少
鳥
獣
以
外
の
鳥
獣
で
あ
っ
て
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
希
少
鳥
獣
」
と
は
、
国
際
的
又
は
全
国
的
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で

定
め
る
鳥
獣
を
い
う
。 

第
三
条
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 



 

二 

三 

希
少
鳥
獣
の
保
護
に
関
す
る
事
項 

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
実
施
に
係
る
国
の
援
助
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
実
施
に
努
め
る
」
を

「
を
行
う
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
そ
の
数
」
を
「
、
そ
の
数
」
に
、
「
又
は
減
少
し
て
い
る
鳥
獣
」
を
「
若
し
く
は
減
少
し
、
又
は
そ
の

生
息
地
の
範
囲
が
拡
大
若
し
く
は
縮
小
し
て
い
る
鳥
獣
（
希
少
鳥
獣
を
除
く
。
）
」
に
、
「
保
護
の
た
め
の
管
理
（
以
下
「
保

護
管
理
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
護
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区

域
内
に
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

第
二
章
中
第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
実
施
に
係
る
国
の
援
助
） 

第
七
条
の
二 

国
は
、
都
道
府
県
知
事
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
特

定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
、
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
人
材
の
確
保
そ
の
他
必
要
な
体
制

の
整
備
に
対
す
る
援
助
、
当
該
実
施
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
の
財
政
上
の
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す

る
。 



  

三 

（
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
） 

第
七
条
の
三 

環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
特
定
の
地
域
に
お
い
て
そ

の
数
が
増
加
し
て
い
る
希
少
鳥
獣
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
増
加
が
著
し
く
、
か
つ
、
当
該
希
少
鳥
獣
の
生
息
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当
該
特
定
の
地
域
に
お
い
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
当
該
希
少
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
と
し
、
特
定
の
地
域
に
お
い
て
そ
の
生
息
地
の
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
希
少
鳥
獣
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
希
少
鳥
獣
の
生
息
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当
該
特
定
の
地
域
に
お
い
て
長
期
的
な
観
点
か

ら
当
該
希
少
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
と
す
る
。
）
は
、
当
該
希
少
鳥
獣
の
保
護
管
理
に

関
す
る
計
画
（
以
下
「
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

希
少
鳥
獣
の
種
類 

二 

希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
計
画
期
間 

三 

希
少
鳥
獣
の
保
護
管
理
が
行
わ
れ
る
べ
き
区
域 

四 

希
少
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
目
標 



 

四 

五 

希
少
鳥
獣
の
数
の
調
整
に
関
す
る
事
項 

六 
希
少
鳥
獣
の
生
息
地
の
保
護
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項 

３ 

環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
中
央
環

境
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

環
境
大
臣
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と

と
も
に
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
の
三
第
二
項
各
号
」
と
、
「
特
定
鳥
獣
」
と
あ
る
の
は

「
希
少
鳥
獣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
基
本
指
針
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項

中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
環
境
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
調
整
」
の
下
に
「
又
は
第
七
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
希
少
鳥
獣
の
数
の
調
整
」
を
加
え
、
同

条
第
六
項
中
「
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
が
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
が
」
に
、
「
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
係
る

特
定
鳥
獣
」
を
「
各
号
に
定
め
る
鳥
獣
」
に
、
「
当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
計



  

五 

画
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画 

当
該
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
係
る
特
定
鳥
獣 

二 

希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画 

当
該
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
係
る
希
少
鳥
獣 

第
十
二
条
第
六
項
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
あ
っ
て
は
、
」
の
下
に
「
国
際
的
又
は
」
を
加
え
る
。 

第
三
十
九
条
第
三
項
の
表
網
を
使
用
す
る
猟
法
又
は
第
二
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
猟
法
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」

を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
条
第
一
号
中
「
二
十
歳
に
」
を
「
網
猟
免
許
及
び
わ
な
猟
免
許
に
あ
っ
て
は
十
八
歳
に
、
第
一
種
銃
猟
免
許
及
び
第

二
種
銃
猟
免
許
に
あ
っ
て
は
二
十
歳
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
規
定
」
の
下
に
「
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
」

を
加
え
る
。 

第
七
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
務
所
等
へ
の
照
会
） 



 

六 

第
七
十
五
条
の
二 

環
境
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
務
所

又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
人
材
の
確
保
等
） 

第
七
十
七
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
鳥
獣
保
護
事
業
が
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

関
係
機
関
の
職
員
に
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
人
材
を
確
保
し
、
そ
の
資
質
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
七
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。 

（
施
行
前
の
準
備
） 



  

七 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
四
項
の
環
境
省
令
の
制
定
又
は
変
更
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お

い
て
も
、
同
条
第
七
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
に
新
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
者
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、
施
行
日
に
お
け
る
そ
の
者
に
係
る
旧
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
の
有
効
期
間
の

残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。 

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
さ
れ
て
い
る
指
定
猟
法
禁
止
区
域
は
、

新
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
さ
れ
た
指
定
猟
法
禁
止
区
域
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定

を
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
存
続
期
間
は
、
施
行
日
に
お
け
る
当
該
指
定
猟
法
禁
止
区
域
に
係
る



 

八 

旧
法
第
十
五
条
第
二
項
の
存
続
期
間
の
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。 

２ 
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
五
条
第
四
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
新
法
第
十
五
条
第
四
項
の

許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
許
可
の
有
効

期
間
は
、
施
行
日
に
お
け
る
そ
の
者
に
係
る
旧
法
第
十
五
条
第
四
項
の
許
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す

る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
五
条 

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
検
討
） 

第
六
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 



  

九 

（
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
又
は
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
作
成
又
は
変
更
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、｢

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る｣

を
削
り
、

「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
希
少
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
（
鳥
獣
保
護
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
希
少
鳥
獣
保
護
管
理

計
画
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
七
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
」
に
改
め
、
「
認
め
る
と
き
は
、
」
の
下
に
「
希
少
鳥

獣
保
護
管
理
計
画
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
そ
の
実
施
」
を
「
こ
れ
ら
の
実
施
」
に
改
め
、
「
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に

お
け
る
」
を
削
る
。 


